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一 

は
じ
め
に 

 

慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
九
月
十
一
日
、

鶴
ヶ
岡
城
下
の
藩
校
致
道
館
に
お
い
て
、

約
三
十
人
の
藩
士
・
町
医
・
町
人
ら
が
切

腹
・
死
罪
・
厳
重
押
込
・
永
牢
・
減
録
な

ど
の
処
分
を
申
し
渡
さ
れ
ま
す
。
い
わ

ゆ
る
「
大
山
庄
太
夫
一
件
」
ま
た
は
「
丁 て

い

卯 ぼ
う

の
大
獄
」
と
呼
ば
れ
る
事
件
で
す
が
、

こ
の
事
件
の
中
心
人
物
が
天
保
か
ら
嘉

永
期
ま
で
江
戸
留
守
居
な
ど
を
つ
と
め
、

他
藩
か
ら
も
高
く
手
腕
を
評
価
さ
れ
た

大
山
庄
太
夫
と
い
う
人
物
で
す
。
大
山

は
江
戸
定
府
大
山
庄
助
の
長
子
で
あ
り
、

幼
少
期
か
ら
江
戸
で
過
ご
し
、
そ
の
後
、

十
代
藩
主
の
酒
井
忠
器

た
だ
か
た

に
見
い
だ
さ
れ
、

江
戸
留
守
居
役
と
し
て
三
方
領
知
替
え

一
件
後
の
幕
府
と
藩
の
関
係
回
復
な
ど

に
力
を
尽
く
し
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、

嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
三
月
に
忠
器
が

逝
去
し
た
こ
と
で
状
況
が
一
変
し
、同
年
閏
七
月
に
突
然

江
戸
詰
め
を
解
か
れ
、
鶴
岡
へ
の
帰
国
を
命
じ
ら
れ
ま
す
。

忸
怩

じ

く

じ

た
る
思
い
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な

く
、
捲
土
重
来

け
ん
ど
ち
ょ
う
ら
い

を
目
指
し
、
同
志
と
語
ら
い
、
再
び
藩
政

へ
の
復
帰
を
画
策
し
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
企

み
は
結
局
失
敗
に
終
わ
り
、
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
十

一
月
に
自
宅
で
自
害
し
ま
し
た
。 

さ
て
、
何
故
こ
の
話
か
ら
始
め
る
か
と
い
う
と
、
大
山

は
定
府
詰
め
だ
っ
た
た
め
、
青
年
期
に
藩
士
た
ち
の
大
半

が
熱
狂
す
る
庄
内
藩
特
有
の
文
化
を
体
験
し
て
い
ま
せ

ん
で
し
た
。
そ
の
文
化
と
は
、
今
回
紹
介
す
る
こ
と
と
な

る
「
鳥
刺
し
」「
磯
釣
り
」
を
は
じ
め
と
す
る
、
個
人
的

あ
る
い
は
集
団
的
狩
猟
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。庄
内
で
は

そ
れ
ら
を
総
称
し
て
「
殺
生
」
と
呼
び
、
そ
の
成
果
の
こ

と
を
「
勝
負
」
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
例
え
ば
、
竿
を
持

っ
た
者
同
士
、
道
で
す
れ
違
う
と
「
今
日
の
勝
負
、
ど
げ

で
し
た
や
（
今
日
の
成
果
は
い
か
が
で
し
た
か
）」
と
い

う
挨
拶
を
交
わ
す
と
い
っ
た
具
合
で
す
。も
し
大
山
が
幼

少
期
を
鶴
ヶ
岡
城
下
で
過
ご
し
、
鳥
刺
し
や
磯
釣
り
を
体

験
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
鶴
岡
に
戻
さ
れ
た
後
、
他
の

藩
士
た
ち
と
「
勝
負
」
を
競
い
な
が
ら
、
政
治
だ
け
に
情

熱
を
傾
け
る
こ
と
の
な
い
日
々
を
過
ご
せ
た
の
で
は
な

い
か
と
、
つ
い
想
像
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
結
局
の
と
こ

ろ
、
大
山
の
不
運
は
そ
こ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
。 

そ
こ
で
本
稿
で
は
庄
内
藩
士
た
ち
の
共
有
す
る
文
化

と
も
い
う
べ
き
「
殺
生
」
の
う
ち
、
特
に
「
鳥
刺
し
」
と

「
磯
釣
り
」
を
中
心
に
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。 

〈
特
別
寄
稿
〉 

庄
内
藩
の
「
鳥
刺
し
」
と
「
磯
釣
り
」 
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二 

「
鳥
刺
し
」「
磯
釣
り
」
に
対
す
る
藩
の
態
度 

明
治
期
に
編
纂
さ
れ
た
『
史
談
会
速
記
録
』
第
二
四
輯

の
中
に
庄
内
士
族
の
荒
賀
直
哉
は
致
道
館
在
学
時
の
こ

と
を
「
学
校
に
這
入
ま
す
る
書
生
で
も
、
月
に
六
度
は
必

ず
野
行
を
せ
ね
ば
な
ら
ん
」
と
振
り
返
り
、
在
学
中
、
書

生
（
生
徒
）
た
ち
は
盛
ん
に
「
鳥
刺
し
」
や
「
磯
釣
り
」

な
ど
の
「
殺
生
」
を
行
っ
て
い
た
と
語
っ
て
い
ま
す
。 

こ
う
し
た
日
々
の
「
野 の

行 い
き

（
あ
る
い
は
野
合

の

あ

い

、
野 の

出 で

）」

を
綴
っ
た
の
が
、
秋
保
親
友
が
著
し
た
『
野
合
日
記
』
上

下
巻
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
か

ら
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
ま
で
の
五
十
数
年
間
の
「
野

行
」の
数
々
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。上
巻
の
巻
頭
に
は「
野

遊
魚
鳥
獲
記
」
と
題
し
た
緒
言
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
中

で
「
夫
山
野
に
鳥
を
追
ひ
、
海
川
に
釣
網
を
な
し
、
歩
行

を
健
に
す
る
は
武
用
乃
先
務
な
り
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、

別
の
箇
所
で
も
「
武
用
之
一
助
」
と
い
う
表
現
が
出
て
き

ま
す
。勘
違
い
さ
れ
が
ち
な
の
で
す
が
、実
際
の
と
こ
ろ
、

藩
で
は
「
鳥
刺
し
」「
磯
釣
り
」
な
ど
を
奨
励
し
て
い
た

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
過
熱

す
る
「
野
行
」
に
対
し
、
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
二
月

に
藩
の
方
で
は
以
下
の
よ
う
な
通
達
を
出
し
て
い
ま
す
。 

一
、
御
家
中
の
面
々
折
節
、
近
辺
野
合
出
之
儀
、
希
ニ 

ハ
遠
方
致
歩
行
之
儀
も
武
用
之
一
助
ニ
モ
成
り
候
ニ 

付
、
先
ハ
御
用
捨
之
事
ニ
候
、
然
共
野
合
に
於
い
て
、 

若
し
風
俗
を
乱
し
、
且
つ
無
法
成
る
仕
形
ニ
テ
民
間
農 

業
之
妨
ニ
成
り
候
事
ハ
勿
論
、
田
畑
踏
荒
し
、
竹
木
等 

剪
取
、
或
ハ
野
火
付
之
類
之
族
、
こ
れ
有
る
に
於
い
て 

ハ
右
用
捨
之
筋
ト
甚
だ
齟
齬
致
し
候
間
、此
末
急
度
相 

慎
み
、
子
弟
共
も
厚
く
申
し
聞
き
置
か
さ
る
べ
く
候 

（
後
略
） 

こ
の
よ
う
に
、
藩
の
方
で
は
、「
武
用
之
一
助
」
と
し

て
「
野
行
」
に
対
し
て
は
「
御
用
捨
（
容
赦
）」
し
て
い

る
程
度
の
態
度
で
あ
り
、
決
し
て
奨
励
し
て
い
た
わ
け
で

は
な
い
こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す
。
こ
れ
に
加
え
、
天
保
十

三
年
（
一
八
四
二
）
二
月
に
は
「
近
来
生
へ
出
候
族
、
甚

敷
相
成
り
、
前
日
又
は
宵
之
内
よ
り
罷
り
越
し
、
渡
鳥
中

ハ
小
屋
懸
等
致
し
、
泊
居
候
儀
も
相
聞
、
以
之
外
宜
し
か

ら
ず
候
」
と
し
て
、
前
日
か
ら
出
掛
け
る
こ
と
を
禁
じ
て

い
ま
し
た
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
天
保
十
四
年
（
一
八

四
三
）
九
月
、
竹
内
主 し

ゅ

馬 め

と
い
う
藩
士
は
雲
雀
の
渡
来
の

時
期
、
通
り
道
に
網
を
仕
掛
け
る
べ
く
、
好
猟
場
を
他
の

藩
士
に
横
取
り
さ
れ
な
い
よ
う
、
夜
通
し
仲
間
二
人
に
陣

取
ら
せ
た
こ
と
を
藩
に
咎
め
ら
れ
、「
不
埒
な
行
い
」
と

し
て
竹
内
家
の
嫡
子
と
し
て
の
立
場
を
取
り
上
げ
ら
れ
、

外
出
禁
止
を
命
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
藩
士
の
処
罰
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
『
秋
官
志
』

と
い
う
史
料
の
文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
の
項
に
、
同
年

十
月
に
小
室
平
右
衛
門
と
鈴
木
重
次
郎
が
加
茂
荒
崎
に

て
波
に
さ
ら
わ
れ
、
落
命
し
た
こ
と
を
藩
に
咎
め
ら
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
禄
高
を
減
ら
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
を
受
け
て
、『
野
合
日
記
』
に
は
文
政
十
一
年

（
一
八
二
八
）
三
月
に
出
さ
れ
た
藩
の
通
達
が
記
さ
れ
て

お
り
、
そ
こ
に
は
、「
全
く
獲
物
ニ
拘
り
候
よ
り
の
事
ニ

こ
れ
有
り
や
、
兼
テ
遠
足
御
ゆ
る
し
お
か
れ
候
御
趣
意
に

も
於
か
れ
、
如
何
に
付
、
以
来
危
き
場
ニ
臨
み
申
さ
ず
、

互
い
に
斟
酌
い
た
し
候
義
、得
と
相
弁
じ
心
得
違
い
申
さ

ず
様
」
と
あ
り
ま
す
。
当
時
、
藩
士
の
間
で
は
成
果
を
求

め
る
風
潮
が
強
か
っ
た
ら
し
く
、
藩
で
は
そ
れ
を
諫
め
る

通
達
を
出
さ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
だ
っ
た
こ
と
が
察
せ

ら
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
事
例
か
ら
も
、
決
し
て
藩
と
し
て

積
極
的
に
「
殺
生
」
全
般
を
奨
励
し
て
い
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
か
と
思
い
ま
す
。 

 三 

「
野
合
日
記
」
に
見
る
一
年
間
の
「
野
行
」 

庄
内
藩
士
た
ち
は
『
野
合
日
記
』
に
あ
る
「
鳥
刺
し
」

「
磯
釣
り
」だ
け
を
楽
し
ん
で
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
秋
保
親
友
は
寛
政
十
二
年
（
一
八
〇
〇
）
生

ま
れ
で
あ
り
、
藩
に
出
仕
し
た
の
が
天
保
九
年
（
一
八
三

八
）
で
し
た
。
そ
の
間
、
藩
校
致
道
館
に
通
っ
て
い
た
と

は
い
え
、
や
は
り
月
に
六
回
以
上
、
野
に
出
て
い
た
よ
う

で
、
例
え
ば
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
は
、
次
の
と
お

り
、
八
十
三
回
ほ
ど
出
掛
け
て
い
ま
し
た
。 

一
月 

金
峯
山
・
小
真
木
参
詣
１ 

三
月 

鳥
刺
し
４ 

山
仕
合
３ 

四
月 

鳥
刺
し
３ 

列
卒

せ

こ

の
た
め
の
下
見
２ 

 

鶉
う
ず
ら

取
１ 

山
仕
合
１ 

列
卒
２ 

五
月 

列
卒
５ 

下
見
２ 

鶉
取
１ 

小
鳥
雛
取
１ 

さ
な
ぶ
り
（
上
の
薬
湯
）
１ 

山
鮠

や
ま
は
や

打
１ 

 

鱒 ま
す

網
引
１ 

六
月 

鱒
網
引
１ 

肴
汁
１ 

鶉
御
用
２ 

七
月 

鶉
御
用
泊
17 

雑
魚
汁
１ 

鶉
取
１ 

２ 



八
月 

雑
魚
狩
１ 

鶉
御
用
泊
16 

九
月 

磯
釣
り
３ 

ご
海
老
取
１ 

 

江
戸
登
り
の
見
送
１ 

 

追 お
い

鳥 と
り

３ 

十
月 
追
鳥
１ 

釣
竿
切
１ 

雑
魚

ざ

こ

カ
ヘ
１ 

 
磯
釣
り
１ 

 

十
一
月 

磯
釣
り
２ 

以
下
、
個
別
に
中
身
を
説
明
い
た
し
ま
す
。
ま
ず
、「
山

仕
合
」
で
す
が
、
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
四
月
二
十
六

日
の
記
述
に
よ
れ
ば
、藩
主
の
御
子
様
た
ち
が
そ
の
模
様

を
御
覧
に
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
日
は

六
十
六
名
が
参
加
し
た
と
あ
り
ま
す
が
、い
ず
れ
か
の
武

術
稽
古
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
よ
う
で
す
。 

次
に
「
列
卒
」
で
す
が
、
こ
れ
は
藩
主
自
ら
が
陣
頭
に

立
つ
、
合
戦
形
式
の
大
が
か
り
な
鶉
狩
り
の
こ
と
で
、
藩

士
た
ち
を
東
西
に
分
け
、
よ
り
多
く
取
っ
た
方
が
勝
ち
と

な
る
、
一
大
レ
ク
レ
ー
シ
ョ
ン
で
し
た
。
そ
の
打
ち
上
げ

を
「
さ
な
ぶ
り
」
と
言
い
、
こ
の
時
は
城
下
桧
物
町
に
あ

る
薬
湯
屋
の
二
階
で
多
く
の
藩
士
た
ち
が
集
ま
っ
て
宴

会
を
催
し
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、
親
友
は
文
政
八
年
（
一

八
二
五
）
か
ら
同
十
二
年
ま
で
「
鶉
御
用
」
と
し
て
、
夏

か
ら
秋
に
か
け
て
領
内
を
泊
ま
り
歩
き
、鶉
が
居
る
場
所

を
探
し
て
い
ま
す
。
九
月
二
十
二
日
の
項
に
は
「
是
迄

永
々
鶉
御
用
相
勤
大
儀
被
思
召
、
御
内
々
半
桐
地
一
反
被

下
置
、
不
存
寄
有
難
仕
合
申
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
藩
主

か
ら
長
年
の
功
績
を
労
わ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
秋
か

ら
冬
に
か
け
て
渡
り
鳥
が
飛
来
す
る
季
節
に
は
「
追
鳥
」

を
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
谷
地
あ
る
い
は
薮
の
中
に
潜
ん

で
霞
網
で
待
ち
構
え
、ム
ク
ド
リ
や
ツ
グ
ミ
な
ど
の
渡
り

鳥
が
一
斉
に
突
っ
込
ん
で
く
る
と
こ
ろ
を
文
字
通
り
、
一

網
打
尽
に
す
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。
九
月
二
十
八
日
に

は
、
百
羽
を
捕
獲
し
た
と
あ
り
ま
す
。 

一
方
、鳥
猟
に
対
し
て
漁
猟
の
方
で
す
が
、五
月
に「
山

鮠
打
」「
鱒
網
引
」
と
あ
り
ま
す
。「
山
鮠
」
と
は
ヤ
マ
メ

の
こ
と
で
あ
り
、大
山
川
の
上
流
の
田
川
村
の
方
で
投
網

を
打
っ
て
い
ま
し
た
。「
鱒
網
引
」
と
は
羽
黒
山
の
麓
の

荒
川
が
漁
場
で
あ
り
、
刺
し
網
を
仕
掛
け
、
そ
こ
に
目
掛

け
川
鱒
を
追
っ
て
い
く
感
じ
で
し
ょ
う
か
。
大
物
が
二
匹

獲
れ
、「
風
味
甚
だ
よ
し
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

九
月
四
日
「
ご
海
老
取
」
と
あ
り
ま
す
が
、
六
日
に
磯
釣

り
に
出
掛
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
予
め
エ
サ
を
確
保
し
た

こ
と
に
な
り
ま
す
。
十
月
の
「
雑
魚
カ
ヘ
」
と
は
、
投
網

と
す
き
網
を
使
っ
た
漁
の
こ
と
で
、こ
の
時
は
鮠（
は
や
・

ウ
グ
イ
）
や
小
魚
を
沢
山
獲
っ
た
と
あ
り
ま
す
が
、
他
の

年
で
は
ド
ジ
ョ
ウ
や
タ
ナ
ゴ
な
ど
を
獲
る
時
も
あ
っ
た

よ
う
で
す
。江
戸
市
中
取
締
の
た
め
に
出
府
し
た
松
平
造

酒
助
の
日
記
の
元
治
二
年
（
一
八
六
五
）
三
月
二
日
の
項

に
、
江
戸
に
お
い
て
も
「
雑
魚
カ
ヘ
」
に
出
掛
け
て
い
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。嬉
々
と
し
て
網
を
持
っ
て
出

掛
け
る
姿
は
、
他
藩
の
武
士
た
ち
の
眼
に
奇
妙
に
映
っ
て

い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 
 

四 

「
鳥
刺
し
」
に
つ
い
て 

 

山
崎
誠
助『
鳥
刺
し
の
話
』（
鶴
岡
市
教
育
委
員
会 

二

〇
〇
七
）
に
よ
れ
ば
、
鳥
刺
し
用
の
竹
竿
は
三
間
（
五
・

四
メ
ー
ト
ル
）
で
あ
り
、
こ
れ
は
一
本
竿
で
は
な
く
、
竿

尻
か
ら
一
間
の
位
置
で
二
間
の
竿
を
逆
継
ぎ
し
て
い
た

そ
う
で
す
。
こ
れ
は
「
し
な
り
」
を
要
求
さ
れ
る
釣
り
竿

と
大
き
く
異
な
る
特
徴
で
、鳥
刺
し
の
竿
に
は
剛
直
さ
が

必
要
で
し
た
。
こ
の
部
分
が
本
体
と
す
る
と
、
竿
先
に
は

篠
竹
の
先
端
か
ら
三
尺
（
九
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
程
度

に
切
っ
た
も
の
を
真
鍮

し
ん
ち
ゅ
う

の
輪
で
固
定
さ
せ
て
お
り
（
こ

の
部
分
は
「
目
つ
ぶ
し
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
）、
こ

の
「
目
つ
ぶ
し
」
に
モ
チ
ノ
キ
か
ら
取
れ
る
粘
着
力
の
強

い
黐 も

ち

を
塗
り
、こ
こ
に
付
着
さ
せ
る
よ
う
に
鳥
を
目
掛
け

て
竿
を
突
い
て
い
く
わ
け
で
す
。
こ
の
動
作
が
鎗 そ

う

術
に
繋

が
る
と
い
う
こ
と
で
、『
野
合
日
記
』
の
文
政
十
三
年
（
一

八
三
〇
）
三
月
二
十
日
に
は
夢
極
流
稽
古
と
し
て
、
師
匠

の
土
屋
正
蔵
を
は
じ
め
と
す
る
門
弟
二
十
人
が
各
村
々

に
鳥
刺
し
に
出
掛
け
、そ
の
獲
物
を
持
ち
寄
っ
て
鳥
汁
会

を
催
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、『
野
合
日
記
』
に
書
か
れ
た
鳥
刺
し
を
読
ん
で

み
る
と
、
大
体
三
月
か
ら
四
月
ま
で
の
期
間
に
集
中
し
て

お
り
、は
じ
め
の
数
年
は
一
日
の
獲
物
が
一
桁
だ
っ
た
の

が
、
文
政
年
間
か
ら
徐
々
に
上
達
し
、
天
保
八
年
（
一
八

三
七
）三
月
二
十
八
日
に
は
百
三
羽
を
捕
ま
え
て
い
ま
す
。

当
時
、一
日
百
羽
を
超
え
る
と
名
人
と
呼
ば
れ
た
ら
し
く
、

親
友
も
そ
の
域
に
達
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。そ
の

日
の
獲
物
を
列
挙
す
る
と
「
カ
シ
ラ
四
七 

ア
オ
ジ
三
八 

ホ
シ
ロ
一 

ヒ
タ
キ
一 

コ
ゲ
ラ
一 

ア
ト
リ
二 

ル

リ
三 

セ
グ
イ
七 

バ
ン
一 

ノ
チ
二
」と
い
う
内
訳
に

な
っ
て
お
り
、
こ
の
日
は
三
瀬
村
と
水
無
村
を
巡
っ
た
と

３ 



あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
鳥
た
ち
は
捕
獲
し
た
本
人
が
調
理

す
る
こ
と
に
な
り
、
必
要
な
処
理
を
施
し
、
網
で
焼
い
て

砂
糖
醤
油
で
味
付
け
し
て
食
し
た
と
前
掲
の
山
崎
氏
の

本
に
は
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

実
際
の
と
こ
ろ
、鳥
刺
し
の
フ
ィ
ー
ル
ド
は
山
で
は
な

く
村
々
で
し
た
。春
に
な
る
と
畑
に
積
み
上
げ
ら
れ
た
肥

塚
か
ら
大
量
に
羽
虫
が
発
生
し
、
そ
れ
を
狙
っ
て
小
鳥
た

ち
が
村
里
に
下
り
て
き
た
と
こ
ろ
を
待
ち
構
え
、
黐 も

ち

の
つ

い
た
長
竿
で
突
い
て
い
た
わ
け
で
す
。
こ
の
た
め
、
藩
士

た
ち
が
村
々
の
畑
を
踏
み
荒
ら
す
こ
と
も
度
々
あ
っ
た

よ
う
で
、
天
保
十
五
年
（
一
八
四
四
）
二
月
か
ら
始
ま
っ

た
「
大
山
騒
動
」（
庄
内
に
あ
る
幕
府
領
が
庄
内
藩
の
預

か
り
支
配
に
な
る
こ
と
に
反
対
し
た
一
揆
）
の
訴
文
の
中

に
「
酒
井
様
御
家
中
様
方
釣
猟
、
或
ハ
鳥
捕
、
川
漁
・
遊

山
に
村
々
へ
多
く
人
数
徘
徊
成
ら
れ
候
、
其
度
毎
度
ニ
御

預
所
村
々
谷
地
・
御
林
等
悉
く
踏
荒
し
、
耕
作
付
置
き
田

畑
等
へ
迄
踏
み
込
み
度
々
こ
れ
有
り
」
と
い
う
文
言
が
含

ま
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
史
料
を
読
む
に
つ
け
、
百

姓
た
ち
は
鳥
刺
し
を
含
め
た
「
野
行
」
に
熱
狂
す
る
藩
士

た
ち
を
内
心
で
は
苦
々
し
く
思
っ
て
い
た
と
想
像
で
き

る
一
方
で
、
藩
士
た
ち
も
色
ん
な
村
々
に
入
る
こ
と
で
、

村
ご
と
に
違
う
百
姓
た
ち
の
生
活
を
目
に
し
て
い
た
こ

と
に
な
り
、
領
内
の
土
地
勘
を
養
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 五 

「
磯
釣
り
」
に
つ
い
て 

前
掲
の
「
野
遊
魚
鳥
獲
記
」
に
は
「
凡
そ
殺
生
ハ
武
助

を
以
て
論
す
れ
ハ
御
鷹
野
御
列
卒
ハ
格
別
、
次
ニ
ハ
鳥
刺

し
を
第
一
と
す
べ
し
、慰
を
以
て
云
と
き
ハ
楽
し
み
釣
ニ

ま
さ
る
ハ
な
し
」
と
い
う
文
言
が
あ
り
ま
す
。『
野
合
日

記
』に
川
釣
り
が
登
場
す
る
の
は
慶
応
四
年（
一
八
六
八
）

以
降
で
あ
り
、
釣
り
と
い
え
ば
大
半
は
磯
釣
り
を
指
す
こ

と
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
他
の
藩
士
が
川
釣
り
を
し
て

い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、例
え
ば
松
森
胤 た

ね

保 や
す

が
著
し

た
『
百
年
間
談
』
に
は
、
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
七
月

七
日
に
自
身
が
釣
り
上
げ
た
鮒
の
魚
拓
が
貼
り
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。 

と
こ
ろ
で
、
庄
内
藩
士
の
釣
り
好
き
を
物
語
る
の
に

「
名
竿
ハ
刀
よ
り
得
難
し
」と
い
う
有
名
な
フ
レ
ー
ズ
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
『
野
合
日
記
』
の
天
保
四
年
（
一
八

三
三
）
十
月
一
日
の
項
に
書
か
れ
た
も
の
で
す
が
、
こ
の

日
親
友
は
酒
田
方
面
か
ら
の
帰
り
に
「
竿
切
り
」
に
出
掛

け
て
お
り
、名
竿
に
な
り
得
そ
う
な
竹
を
二
十
本
切
り
出

し
て
い
ま
す
。
庄
内
の
釣
り
人
の
竿
に
関
す
る
こ
だ
わ
り

は
、
致
道
博
物
館
の
御
隠
殿
に
展
示
さ
れ
て
い
る
庄
内
竿

の
数
々
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。 

ま
た
、
庄
内
で
磯
釣
り
と
い
え
ば
、
ク
ロ
ダ
イ
が
対
象

魚
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
が
、『
野
合
日
記
』
で
は

あ
ま
り
大
物
釣
り
は
見
受
け
ら
れ
ず
、
天
保
二
年
（
一
八

三
一
）
九
月
四
日
と
十
三
日
に
夜
釣
り
で
、
両
日
共
に
マ

ダ
イ
を
釣
り
上
げ
た
記
録
が
あ
る
程
度
で
す
。
た
だ
し
、

こ
れ
以
降
、大
物
を
釣
っ
た
と
い
う
記
録
が
な
い
一
方
で
、

実
際
に
釣
り
上
げ
て
い
る
魚
種
は
豊
富
で
す
。
例
え
ば
、

天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
十
月
に
は
五
回
ほ
ど
磯
釣
り
に

出
掛
け
て
い
ま
す
が
、
モ
ジ
ロ
（
サ
ヨ
リ
）、
カ
レ
イ
、

サ
バ
、
イ
ワ
シ
、
フ
グ
、
テ
ン
コ
（
メ
バ
ル
）、
タ
ナ
ゴ
、

ク
ロ
コ
（
メ
ジ
ナ
）、
シ
ン
ジ
ョ
（
ア
イ
ナ
メ
）、
ア
ブ
ラ

コ
（
ク
ジ
メ
）
な
ど
を
釣
っ
て
い
ま
す
。
親
友
は
せ
っ
か

く
名
竿
を
使
っ
て
い
る
の
に
、
肝
心
の
ク
ロ
ダ
イ
に
出
会

え
な
い
の
は
、
残
念
な
気
が
し
ま
す
が
、
日
記
か
ら
は
大

物
狙
い
で
は
な
く
、
数
多
く
釣
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

た
と
見
受
け
ら
れ
ま
す
。 

 六 

お
わ
り
に 

秋
保
親
友
は
、
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
か
ら
五
年
に

か
け
て
酒
井
奥
之
助
を
「
野
行
」
に
誘
う
よ
う
に
な
り
ま

す
。
庄
内
藩
に
お
い
て
、
奥
之
助
家
は
酒
井
玄
蕃

げ

ん

ば

家
と
並

ん
で
、
藩
主
家
の
連
枝
と
な
る
「
両
敬
家
」
と
呼
ば
れ
た

特
別
な
家
柄
で
あ
り
、
嘉
永
年
間
に
は
家
老
を
務
め
て
い

ま
し
た
。
今
回
『
野
合
日
記
』
を
丁
寧
に
読
ん
で
い
た
と

こ
ろ
、
安
政
三
年
五
月
五
日
、
大
山
庄
太
夫
も
親
友
や
奥

之
助
ら
一
緒
に
「
堰
干
し
」
に
誘
わ
れ
て
、
そ
の
場
で
捕

ま
え
た
鮠
や
鮒
、タ
ナ
ゴ
な
ど
を
ご
馳
走
に
な
っ
て
い
た

と
い
う
記
述
が
あ
り
ま
し
た
。
奥
之
助
は
庄
太
夫
に
同
調

し
て
い
た
た
め
、慶
応
三
年
九
月
の
判
決
の
際
は
家
禄
を

減
ら
さ
れ
て
い
ま
す
が
（
た
だ
し
、
奥
之
助
は
元
治
二
年

三
月
に
死
去
）、
こ
う
い
っ
た
「
野
行
」
に
連
れ
出
す
な

ど
、
江
戸
生
ま
れ
の
庄
太
夫
に
自
分
た
ち
が
熱
中
し
た
文

化
を
体
験
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

果
た
し
て
、そ
の
時
、庄
太
夫
は
無
邪
気
に
楽
し
め
た
か
、

そ
れ
と
も
あ
ま
り
乗
り
気
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
で
き
れ

ば
前
者
で
あ
っ
て
欲
し
い
と
願
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 
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一 

は
じ
め
に 

県
史
資
料
室
に
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
三
月
十
五
日

出
版
の
『
山
形
縣
山
形
市
街
全
圖
』（
写
真
１
）
が
あ
り

ま
す
。
明
治
時
代
に
な
り
山
形
県
が
で
き
た
頃
の
山
形
市

街
の
様
子
が
わ
か
る
も
の
で
す
。
こ
の
市
街
全
図
か
ら
街

の
成
り
立
ち
を
知
る
上
で
注
目
し
た
い
所
を
紹
介
し
た

い
と
思
い
ま
す
。 

こ
の
市
街
全
図
の
元
に
な
っ
た
版
木
が
山
形
市
郷
土

館
に
保
管
さ
れ
て
お
り
、
山
形
ア
ー
カ
イ
ブ
（
山
形
大
学

附
属
博
物
館
他
）
で
、
後
年
に
印
刷
さ
れ
た
『
山
形
縣
山

形
市
街
全
圖
』（
山
形
市
郷
土
館
所
蔵
）
を
一
般
に
紹
介

し
て
い
ま
す
。
こ
の
市
街
全
図
の
付
記
に
は
「
こ
の
地
図

の
版
木
が
最
近
、
山
形
市
内
で
発
見
さ
れ
、
市
で
買
收
保

存
し
て
い
る
。
当
時
は
版
を
彫
り
起
し
た
だ
け
で
実
際
に

は
印
刷
発
行
さ
れ
な
か
つ
た
も
の
の
よ
う
で
、
今
回
、
武

田
副
会
長
が
苦
心
し
て
印
刷
し
た
の
が
、
最
初
で
あ

る
。・
・
・
昭
和
３２
年
６
月 

山
形
市
中
央
公
民
館
内 

山

形
市
郷
土
研
究
会 

印
刷
頌
布
」
と
あ
り
、
昭
和
三
十
二

年
（
一
九
五
七
）
に
当
時
の
山
形
市
郷
土
研
究
会
副
会
長

武
田
好
吉
氏
に
よ
っ
て
印
刷
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
同
様
の
も
の
を
山
形
大
学
附
属
博
物
館
で
も
所
蔵
し

て
い
ま
す
が
、
こ
ち
ら
に
は
色
刷
り
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
三
十
一
年
度
に
、県
の
組
織
に
山
形
県
史
編
さ
ん
部

門
が
設
置
さ
れ
編
さ
ん
事
業
が
始
ま
り
ま
す
が
、
県
史
資

料
室
所
蔵
の
も
の
は
、こ
の
頃
に
収
集
或
い
は
寄
贈
さ
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

県
史
資
料
室
所
蔵
の
市
街
全
図
は
木
版
刷
り
で
作
成

さ
れ
、縦
三
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

横
五
四
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
の
大
き
さ
で
厚
手
上
質
紙
に
印
刷
さ
れ
て
い
ま
す
。

紙
面
に
は
「
明
治
十
年
二
月
十
四
日
御
届
、
明
治
十
年
三

月
十
五
日
出
版
、
編
輯
出
版
人 

五
十
嵐
太
右
衛
門
」
と

あ
り
ま
す
。
こ
の
五
十
嵐
太
右
衛
門
は
、
明
治
の
初
め
に

版
元
（
屋
号
、
八
文
字
屋
）
と
し
て
様
々
な
出
版
事
業
に

取
り
組
ん
だ
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 二 
作
ら
れ
た
時
期 

こ
の
市
街
全
図
が
作
ら
れ
た
明
治
十
年
前
後
の
県
内

の
動
き
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
ま
た
作
ら
れ
た
タ

イ
ミ
ン
グ
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
『
山
形
県

史
』・『
山
形
市
史
』
に
よ
る
と
、
大
ま
か
に
次
の
よ
う
な

動
き
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
十
月
十
九
日 

旧
山
形
藩
の

東
大
手
門
前
に
あ
る
「
新
御
殿
」
が
県
庁
と
な
る
。 

明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
八
月
二
十
一
日 

統
一
山
形

県
と
な
り
、
三
島
通
庸
が
初
代
県
令
と
な
る
。 

明
治
九
年
九
月
十
日 

山
形
城
三
の
丸
東
大
手
門
跡

に
新
築
再
建
し
た
「
公
立
病
院
」
の
竣
工
式
を
挙
げ
る
。 

明
治
九
年
十
月
三
日 

三
島
県
令
が
山
形
県
庁
に
初

登
庁
す
る
。 

明
治
九
年
十
月
二
十
九
日 

三
島
県
令
は
、
旅
篭
町
旧

万
日
寺
跡
に
県
庁
と
学
校
を
新
築
す
る
こ
と
を
布
達
す

る
。 三

島
県
令
は
県
庁
や
学
校
な
ど
の
敷
地
が
確
保
さ
れ

る
と
建
物
の
配
置
に
つ
い
て
、「
旧
山
形
市
街
外
ニ
於
テ

別
ニ
一
区
郭
ヲ
立
テ
ン
ト
君
自
ラ
筆
ヲ
採
ラ
レ
縦
横
罫

線
ヲ
区
畫
シ
縣
廳

け
ん
ち
ょ
う

監
獄
師
範
學
校
病
院
等
其
位
置
整
然

ト
シ
テ
確
定
ス
」と
自
ら
公
共
施
設
の
配
置
を
定
め
た
と

あ
り
ま
す
（『
山
形
県
史 

資
料
篇
二
』「
三
島
文
書
」）。 

明
治
九
年
十
一
月
三
日 

旅
篭
町
旧
万
日
寺
跡
で
県

庁
舎
新
築
の
地
鎮
祭
を
挙
行
す
る
。 

明
治
九
年
十
二
月
二
十
日 

県
庁
舎
新
築
の
許
可
を

受
け
る
た
め
、
大
久
保
利
通
内
務
卿
に
伺
書
「
縣
廳
新
築

之
義
ニ
付
伺
」
を
上
申
す
る
。
三
島
は
こ
の
伺
書
で
新
県

庁
の
位
置
に
つ
い
て
「
別
紙
繪
図
面
相
添
置
候
通
土
地
高

燥
ニ
シ
テ
眺
望
ニ
適
シ
其
位
置
山
形
市
街
ノ
中
央
ニ
当

リ
四
方
通
衢
ノ
要
衝
ニ
テ
實
ニ
至
極
ノ
場
所
ニ
有
」と
説

明
し
ま
し
た（『
山
形
県
史 

資
料
篇
二
』「
三
島
文
書
」）。 

明
治
十
年
二
月
十
四
日 

『
山
形
縣
山
形
市
街
全
圖
』

の
印
刷
許
可
の
届
け
を
出
す
。
三
月
十
五
日
出
版
。 

 

明
治
十
年
三
月
十
九
日 

県
庁
舎
新
築
工
事
の
着
工
。 

市
街
全
図
出
版
日
は
、ま
さ
に
県
庁
新
築
工
事
着
工
の

直
前
の
日
付
に
あ
た
り
ま
す
。こ
の
市
街
全
図
版
木
作
成

の
期
間
は
、お
そ
ら
く
新
築
を
布
達
し
た
明
治
九
年
十
月

資
料
紹
介 

県
史
資
料
室
所
蔵 

『
山
形
縣
山
形
市
街
全
圖
』 

 
 
 
 
 
 
 

作
成
元 

五
十
嵐
太
右
衛
門 

 
 

 
 

 
 

 

５ 



末
か
ら
御
届
と
あ
る
明
治
十
年
二
月
十
四
日
の
約

四
か
月
の
間
に
作
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

山
形
市
郷
土
研
究
会
の
後
藤
嘉
一
氏
は
、
付
記

の
中
に
こ
の
市
街
全
図
に
つ
い
て
「
新
県
庁
敷
地

が
決
定
す
る
と
同
時
に
、
三
島
県
令
は
今
の
新
築

東
通
り
、
新
築
西
通
り
、
三
島
通
り
な
ど
の
新
道

を
作
つ
た
り
、
七
日
町
片
町
方
面
の
区
劃
整
理
を
し

た
り
し
て
山
形
市
街
の
様
相
が
一
変
し
て
し
ま
つ

た
の
で
、
折
角
こ
こ
ま
で
彫
り
起
し
た
版
木
は
、

も
う
印
刷
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
つ
て
し
ま
つ

た
の
だ
ろ
う
。」と
市
街
地
の
著
し
い
変
容
の
た
め
、

版
木
を
作
成
し
た
も
の
の
印
刷
す
る
こ
と
は
な
か

っ
た
も
の
と
解
説
し
て
い
ま
す
。
一
方
で
、
山
形

大
学
の
小
幡
圭
祐
氏
は
、
山
形
大
学
附
属
博
物
館

所
蔵
の
市
街
全
図
は
色
刷
り
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
当
時
実
際
に
発
行
さ
れ
た
も
の
と
解
し
て
い

ま
す
（
小
幡
圭
祐
二
〇
二
一
「
山
形
県
の
県
都
を

建
設
し
た
の
は
三
島
通
庸
か
？
そ
れ
と
も
薄
井
龍

之
か
？
」『
山
形
史
学
研
究
』
第
49
号
）。
後
で
印

刷
さ
れ
た
市
街
全
図
を
見
る
と
、
新
県
庁
舎
建
築

予
定
の
場
所
が
黒
塗
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。
出
版

日
の
明
治
十
年
三
月
十
五
日
は
、
ま
だ
着
工
前
で

あ
る
た
め
、
明
確
に
表
記
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

後
で
彫
り
込
む
予
定
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

  
 

 

三 

注
目
し
た
い
所 

 
 

（
一
）「
縣
廳
」・「
懲
役
場
」 

山
形
城
東
大
手
門
の
東
側
に
「
縣
廳
」
の
表
記
が
み
ら

れ
ま
す
（
第
１
図
Ａ
地
点
）。
明
治
時
代
当
初
の
山
形
県

庁
で
す
。
明
治
三
年
九
月
二
十
八
日
、
最
初
の
山
形
県
が

設
置
さ
れ
、坊
城
俊
章
が
山
形
県
知
事
に
任
命
さ
れ
ま
す

が
、
こ
の
時
県
庁
は
旧
山
形
藩
の
新
御
殿
に
置
か
れ
ま
し

た
。
新
御
殿
は
山
形
藩
の
執
政
が
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
、

場
所
は
今
の
き
ら
や
か
銀
行
（
元
桜
町
支
店
）
か
ら
至
誠

堂
総
合
病
院
・
豊
烈
神
社
に
か
け
て
の
区
域
に
な
り
ま
す
。 

続
い
て
東
大
手
門
の
北
側
に
は
「
懲
役
場
」
が
見
え
ま

す
。
今
の
山
形
美
術
館
が
あ
る
場
所
で
す
（
第
１
図
Ｂ
地

点
）。
懲
役
場
と
は
刑
務
所
の
こ
と
で
、
こ
こ
は
後
に
監

獄
所
と
改
名
さ
れ
ま
す
。
こ
の
場
所
は
幕
末
の
山
形
藩
筆

頭
家
老 

水
野
三
郎
右
衛
門
の
屋
敷
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で

Ｂ 

 

写
真
１ 

『
山
形
縣
山
形
市
街
全
圖
』
県
史
資
料
室
所
蔵 

Ｇ 

北 

南 

西 

北 

Ａ 

第１図 山形城東大手門前の拡大図 

Ａ 縣廳  Ｂ懲役場 

６ 

東 



「
水
野
藩
家
老
水
野
三
郎
右
衛
門
宅
址
」
の
石
碑
（
昭
和

二
十
九
年
建
立
）
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
（
写
真
２
）。 

（
二
）「
新
県
庁
予
定
地
」・「
病
院
」・「
時
鐘
」 

現
在
の
文
翔
館
の
あ
る
場
所
（
第
２
図
Ｃ
地
点
）
が
黒

塗
り
に
な
っ
て
い
ま
す
。
新
県
庁
舎
の
新
築
が
正
式
に
決

定
し
た
ら
、彫
り
込
み
完
成
す
る
予
定
だ
っ
た
の
で
は
と

考
え
ら
れ
ま
す
。注
目
し
た
い
の
は
新
県
庁
予
定
地
の
南

側
（
第
２
図
Ｄ
地
点
）、
後
に
官
庁
街
が
整
備
さ
れ
る
部

分
が
、し
っ
か
り
と
道
路
に
よ
り
区
画
さ
れ
枠
取
り
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
す
。
新
県
庁
舍
建
築
前
に
既
に
区
画
整
理

が
進
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
新
築
す
る
官
庁
街

は
、
七
日
町
の
通
り
を
北
に
ま
っ
す
ぐ
延
び
た
と
こ
ろ
に

位
置
し
、
正
面
が
新
県
庁
と
な
り
ま
す
。
今
、
正
面
に
は

文
翔
館
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
景
観
は
当
時
と
ほ
ぼ
同
じ

で
す
。 

「
病
院
」
は
今
の
山
形
市
立
病
院
済
生
館

の
位
置
に
重
な
り
ま
す
（
第
２
図
Ｅ
地
点
）。

こ
の
場
所
は
も
と
も
と
山
形
城
三
の
丸
東

大
手
門
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
な
り
ま
す
。
明

治
九
年
九
月
に
再
建
さ
れ
た
「
山
形
県
公
立
病
院
」
を
示

し
、
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
一
月
八
日
改
築
開
院
と

な
り
、
二
月
に
太
政
大
臣
三
条
実
美
の
揮
毫
に
よ
っ
て

「
済
生
館
」
と
名
付
け
ら
れ
、
掲
額
さ
れ
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
七
日
町
に
時
鐘
の
図
柄
が
見
ら
れ
ま
す
（
第
２

図
Ｆ
地
点
）。
こ
の
場
所
に
鐘
楼
が
建
ち
、
城
下
に
時
を

知
ら
せ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。 

（
三
）
現
山
形
駅
付
近 

現
在
の
山
形
駅
が
あ
る
場
所
は
、
山
形
藩
士
族
の
長
屋

 第一大区一小区 第一大区二小区 第一大区三小区 

１ 香澄町 ６３６戸 横町    ６０戸 六日町  １１７戸 

２ 上町  １５６戸 七日町  ３７４戸 鍛冶町  １１２戸 

３ 五日町 １０９戸 旅篭町  ２３９戸 四日町   ４６戸 

４ 二日町  ４９戸 材木町  １０７戸 宮町   ３６６戸 

５ 十日町 １９３戸 蝋燭町  ５１戸 銅町   ７８戸 

６ 八日町 １４７戸 銀町    ３３戸 歩町    ４０戸 

７ 鉄砲町 １９６戸 桶町    ３７戸 皆川町 肴町に合併 

８ 三日町 １５５戸 塗師町   ３８戸 下條町  １７９戸 

９ 小荷駄町 ６０戸 地蔵町   ４９戸 肴町   １３８戸 

10  檜物町   ２４戸 小橋町   ９２戸 

11  諏訪町   ５９戸  

12  小姓町  １０２戸  

・町総計 三十一か町   ・戸数総計 四千四拾二戸 

 表１ 明治10年の山形市街の町名と戸数 

『山形縣山形市街全圖』右下表から作成 

Ｃ 

Ｄ 

Ｅ 

Ｆ 写真２  

水野藩家老水野三郎右衛門宅址の碑 

第２図 新県庁予定地及び官庁街予定地の拡大図 

 Ｃ 新県庁予定地  Ｄ 官庁予定地 

 Ｅ 病院      Ｆ 時鐘楼 

北 

７ 



屋
敷
と
空
地
が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。
市
街
全
図
を
み
る

と
空
地
と
思
わ
れ
る
無
記
名
の
部
分
が
広
が
っ
て
い
る

こ
と
が
分
か
り
ま
す
（
写
真
１
Ｇ
地
点
）。
こ
の
広
い
空

間
は
、
明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
一
）
四
月
十
一
日
の
奥

羽
線
山
形
駅
開
業
に
よ
っ
て
、大
き
く
変
容
し
て
い
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。 

（
四
）
町
家
と
町
名 

 

現
在
の
旅
篭
町
か
ら
七
日
町
・
十
日
町
に
か
け
て
の
通

り
沿
い
に
は
、
町
家
が
連
な
っ
て
い
ま
し
た
。
市
街
全
図

右
下
に
あ
る
表
（
表
１
）
に
よ
る
と
、
町
数
は
総
数
三
十

一
か
町
、
戸
数
は
四
千
四
拾
二
戸
と
あ
り
ま
す
。
表
の
上

に
大
区
小
区
の
表
記
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
明
治
五
年

（
一
八
七
二
）
十
月
十
日
の
大
蔵
省
布
達
に
よ
り
大
区
小

区
制
が
ス
タ
ー
ト
し
、
山
形
県
で
は
同
年
十
月
二
十
三
日

に
施
行
と
な
り
、三
島
県
令
就
任
後
の
明
治
九
年
十
月
五

日
に
、
県
下
を
一
〇
大
区
、
一
〇
〇
小
区
と
改
め
た
こ
と

に
よ
り
ま
す
。
第
一
大
区
は
山
形
を
含
む
地
域
に
な
り
、

そ
の
中
に
小
区
が
四
あ
り
ま
し
た
。 

表
１
に
あ
る
町
名
を
見
て
み
る
と
、
商
い
が
多
か
っ
た

七
日
町
・
十
日
町
。
三
山
参
詣
宿
と
し
て
賑
わ
っ
た
三
日

町
、
八
日
町
。
参
勤
交
代
の
宿
駅
で
栄
え
た
旅
籠
町
。
街

道
に
並
行
し
て
職
人
街
で
あ
る
材
木
町
・
蝋
燭

ろ
う
そ
く

町
・
銀

町
・
塗
師
町
・
桶
町
・
檜
物
町
・
鍛
冶
町
・
銅
町
が
み
ら

れ
ま
す
。
一
方
、
三
の
丸
の
「
旧
郭
内
」
と
呼
ば
れ
た
士

族
の
屋
敷
地
は
「
香
澄
町
」
と
名
が
変
わ
り
、
後
に
木
の

実
町
・
桜
町
・
大
手
町
・
香
澄
町
と
区
分
さ
れ
ま
し
た
。 

 

四 

そ
の
後 

市
街
全
図
作
成
時
は
計
画
途
上
で
あ
っ
た
山
形
県
の

新
県
庁
は
明
治
十
年
十
一
月
三
日
に
落
成
式
が
挙
行
さ

れ
ま
し
た
。
新
築
さ
れ
た
県
庁
舎
（
写
真
３
）
か
ら
は
、

当
時
の
威
容
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
明
治

十
二
年
に
は
、
計
画
さ
れ
た
諸
施
設
の
新
築
工
事
は
終
わ

り
、
県
令
就
任
か
ら
四
年
の
短
期
間
で
、
三
島
が
イ
メ
ー

ジ
し
て
い
た
官
庁
街
が
完
成
し
ま
し
た
。
五
十
嵐
太
右
衛

門
は
、建
物
新
築
や
新
道
整
備
が
終
わ
っ
た
こ
と
を
受
け

て
、
山
形
市
街
の
近
代
化
の
姿
を
伝
え
る
べ
く
、
明
治
十

四
年
（
一
八
八
一
）
八
月
に
改
め
て
『
山
形
縣
山
形
市
街

全
圖
』
を
発
行
し
ま
し
た
。 

明
治
十
四
年
九
月
二
十
二
日
に
明
治
天
皇
が
御
巡
幸

の
た
め
来
県
さ
れ
、
九
月
二
十
九
日
か
ら
十
月
一
日
に
か

け
て
新
し
い
山
形
の
官
庁
街
を
眼
に
さ
れ
ま
し
た
。三
島

は
こ
の
後
、
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
一
月
二
十
五
日

に
福
島
県
令
兼
務
と
な
り
、
七
月
十
三
日
に
福
島
県
令
と

し
て
転
出
と
な
り
ま
し
た
。 

こ
こ
で
紹
介
し
た
明
治
十
年
の
『
山
形
縣
山
形
市
街
全

圖
』
は
、
ま
さ
に
県
令
三
島
通
庸
に
よ
り
近
代
都
市
山
形

を
作
り
上
げ
よ
う
と
工
事
が
進
め
ら
れ
て
い
た
そ
の
時

そ
の
状
況
を
描
い
た
も
の
と
言
え
ま
す
。こ
の
市
街
全
図

は
、
山
形
の
街
の
つ
く
り
や
変
遷
を
辿
り
、
さ
ら
に
当
時

の
地
名
を
知
る
上
で
大
切
な
文
化
遺
産
と
言
え
る
で
し

ょ
う
。 

山 

形 

県 
 

 

県
史
だ
よ
り 
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二
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写真３  

明治10年に新築された県庁舎全景（現在の文翔館敷地） 

（明治41年『山形県名勝誌』山形県編著より） 
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